
3.4.3 第 2 回設計業務打合せ 

〇日時：令和 4 年 2 月 14 日（月）10：30～11：45

〇開催場所：Web（Zoom）会議形式 

〇議事次第

1.開会あいさつ（尾美専門技術指導官）・・・・・10：00～10：05

2.設計業務内容説明（栃木南部農業水利事業所）

・・・10：05～10：45

（第 1 回設計業務打合せの対応方針ほか）

3.質疑・応答（助言）

施工計画、仮設計画の検討に係る課題

・・・・・10：45～11：45

解 散 ・・・・・11：50

〇参加者：外部技術者：株式会社 熊谷組 土木事業本部 プロジェクト技術部  

部長 神﨑 恵三 

三井住友建設株式会社 新守谷作業所

所長 津田 賢二 

関東農政局農村振興部水利整備課：橋本課長補佐、秋田係長 

土地改良技術事務所：尾美専門技術指導官、阿部専門技術指導官 

栃木南部農業水利事業所：廣川所長、直江次長、 

會澤支所長、谷本係長、北村技官 

 

 



3．4．3. 1 議事録 
 

冒頭、関東農政局土地改良技術事務所より業務作業経緯として、令和４年１月 13 日（木）に

第１回設計業務打合せを開催し、外部技術者から助言を受けたことについて説明が行われ、こ

れを踏まえて栃木南部農業水利事業所より、対応方針について「鬼怒川南部地区（第２回）説

明資料」を用いて説明が行われた。 
その後、外部技術者等との間で意見交換を行った。主な概要は以下のとおり。 

 

・第一回検討会からの主要な変更点 
 
①第一回検討会の指摘を踏まえ、工事用進入路について、南からの進入路を追加した。 
 
②第一回検討会の指摘を踏まえ、工事用水中ポンプによる暫定取水方式から、新取水口-新機場

の位置を北側にずらし、現機場を使用しながら改修を行い、工事用水中ポンプを使用しない案

に変更した。 
 

 

・工事用進入路の検討について 
 
委員（津田）  農水省ルート案（２案、３案）の進入ルート、退出ルート、一方通行案等を河川

管理者（国交省）に対して説明し、１本化、またはルール化の検討を協議しては

どうか（地元に対しても、統一ルールを提示する必要がある）。 
 

事業所（谷

本） 
今後、一本化、棲み分け等について、河川管理者と協議する。 

委員（津田） 了解した。 

 
委員（神﨑） ルート１案とルート４案を合わせた案（県道から侵入し、途中から４案に切り替

わる案）は、県道から現地までの最短ルートとしては、事故防止等の観点からも

最適ではないか。 
事業所（廣

川） 
大型車両が県道から右折で進入するということは、交通安全上の危険が伴うた

め除外した（車両軌跡についても検討済み）。大型車を対象に検討したが、他の

小型の車両等については、ご意見を踏まえ、１案及び４案を盛り込み、全体的に

再検討する。 
 

委員（神﨑） 了解した。 

 
・吐水槽、建屋の配置について 
 
委員（津田） 建屋の配置計画について、今後、フェンス等も計画に盛り込まれると想定する

が、境界とのクリアランス等を確認されているか。 
 

事業所（廣

川） 
ご指摘のとおり、電気室（建屋）と道路、民地境界にはフェンス等が必要になる

と思われるので、残地の有効利用を含め、検討する。 



・杭打ちのリスクについて

委員（津田） 厳しい条件の中で施工方法を模索することの難しさは理解する。過年度に暫定

堤防を構築した際の施工経験を含め、施工方法を検討してみてはどうか。

事業所（廣

川）

説明資料 38 ページの設計基準『ポンプ場』の基礎工法選定表に条件（礫径 10
㎝未満）を当てはめると、鋼管ソイルセメント杭工法、プレボーリング工法、回

転杭工法が選定されるが、礫径が 10cm を超過すると不適となる。超過する礫径

の中には、御影石のように自然に堆積したものではなく、人為的に埋められたも

のがあることが前歴工事から判明している。施工上のリスクがあり、標準的な施

工方法では難しいと考えている。このような現場条件下で有効な工法があれば

アドバイスをいただきたい。

委員（神﨑） プレボーリング工法を適用すれば良いのではないか。15 ㎝程度の礫径であれば、

経験上対応できると考える。

事業所（廣

川）

検討する。

・仮取水ついて、施工ステップについて

委員（津田） P48～P49 のステップ図で、３期工事の９月 11 日～翌年４月 20 日（非かんが

い期）の期間において、配管が撤去された状態（仮配管が無い状態）になるが問

題はないか。

事業所（廣

川）

９月 11 日～翌年４月 20 日（非かんがい期）は用水を停止してもよい期間とな

るため、仮配管が無い状態で本設配管の施工を予定している。（既設管への接続

についても、同様に想定している）

委員（津田） 了解した。 

委員（神﨑） 説明資料 P42 の施工ステップ図では、農水省の施工と国交省へ支出委任する施

工が混在しているが、同時並行で施工することは可能か。また、同時期の工程表

を確認すると、工事量が多いように思われるので、資機材の搬入等を含め、国交

省との工程調整が必要ではないか。

事業所（廣

川）

河川内（国交省）と河川外（農水省）の工事を分離して施工することは可能であ

ると想定している。

委員（津田） 説明資料 P21、８の仮取水について、「現在の計画は新設ポンプ３台分（3.5ⅿ3/s）
であるが、土地改良区との協議により２台分（2.3ⅿ3/s）で良ければ、工程を短

縮することが可能である」と記述があるが、前回打合せの説明では、3.5m3/s を

確保することを前提とすると記憶しているが、協議は行われたのか。また、設計

条件にも反映される予定か。



事業所（會

澤） 
 
現時点では、鬼怒川南部土地改良区連合との協議は行っていないが、今後、実施

予定である。 
 

事業所（廣

川） 
協議を行うことは、工程計画上、重要なファクターと成り得る。土地改良区連合

のニーズを確認することは大事なことであり、３台分の用水が２台分で足りる

ということであれば、工程短縮に対しても、優位に働くと思われる。 
 

委員（津田） 了解した。 
 

土技所（尾

美） 
仮設の取水については、期別の計画取水量等の制限があるため、事業所において

は、土地改良区及び水利権上の調整を行い、再検討すること。 
 

土技所（阿

部） 
既設の受電方法について、多系統受電、または高圧受電１本のどちらで受電して

いるのか調査すること。多系統受電している場合、既設ポンプを動かす時は既設

の受電であるが、１号柱を移設し、新しい受電で新しいポンプを動かす時は、多

系統受電が許されなくなると想定される。非かんがい期の維持管理用に低圧（多

系統受電）を引き込んでいる場合、今後、高圧使用料を負担する可能性があるた

め、確認が必要である。 
また、１号柱を移動した際の受電開始期間等を確認しておくこと。 

 
事業所（會

澤） 
多系統受電については、土地改良区に確認中である。受電開始期間等について

も、確認の上、報告する。 

 
土技所（阿

部） 
取水口のゲートについて、ポンプの据付に併せて設置するのか確認すること。 

委員（津田） 仮設配管の際、バタフライ弁や流量計等、制御装置の設置は必要ないか。 

 
事業所（會

澤） 
流量管理は必要であるため、今後検討する。 

委員（津田） 了解した。 
 

土技所（尾

美） 
仮設計画も河川協議の対象となるため、十分に検討すること。 

（委員より

追記コメン

ト） 

委員として、事業所、支所、設計業務コンサルタンツの皆様の精査検討の結果、

短い検討期間の中でより現実的な計画になり感謝いたします。 

 以上 
 

 
 
 
 
 



3.4.3.2 検討結果の整理 
外部技術者からの助言一覧 

（栃木南部地区：船玉揚水機場改修 第２回設計業務打合せ） 

１．設計・施工計画及び仮設計画に係る留意点

施

設

名 

項目 助言内容 

船

玉

揚

水

機

場

改

修 

仮設計画 工事用進入路の検討について

・農水省ルート案（２案、３案）の進入ルート、退出ルート、一方通行案

等を河川管理者（国交省）に対して説明し、１本化、またはルール化の検

討を協議してはどうか（地元に対しても、統一ルールを提示する必要があ

る）。 

・ルート１案とルート４案を合わせた案（県道から侵入し、途中から４案

に切り替わる案）は、県道から現地までの最短ルートとしては、事故防止

等の観点からも最適ではないか。 

設計 吐水槽、建屋の配置について 

・建屋の配置計画について、今後、フェンス等も計画に盛り込まれると想定す

るが、境界とのクリアランス等を確認されているか。 

仮設計画 杭打ちにリスクについて

・厳しい条件の中で施工方法を模索することの難しさは理解する。過年度

に暫定堤防を構築した際の施工経験を含め、施工方法を検討してみてはど

うか。 

・プレボーリング工法を適用すれば良いのではないか。15㎝程度の礫径で

あれば、経験上対応できると考える。 

施工計画 施工ステップについて

・説明資料 P42の施工ステップ図では、農水省の施工と国交省へ支出委任

する施工が混在しているが、同時並行で施工することは可能か。また、

同時期の工程表を確認すると、工事量が多いように思われるので、資機

材の搬入等を含め、国交省との工程調整が必要ではないか。

設計 前提条件について

・説明資料 P21、８の仮取水について、「現在の計画は新設ポンプ３台分

（3.5ⅿ3/s）であるが、土地改良区との協議により２台分（2.3ⅿ3/s）で

良ければ、工程を短縮することが可能である」と記述があるが、前回打合

せの説明では、3.5m3/sを確保することを前提とすると記憶しているが、

協議は行われたのか。また、設計条件にも反映される予定か。 



仮設計画 その他 
・仮設配管の際、バタフライ弁や流量計等、制御装置の設置は必要ない

か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.3.3 打合せ資料 
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